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（
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
。
附
則
に

お
い
て
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
五
章

雑
則
（
第
三
十
一
条
）

附
則

附
則

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

基
準
該
当
居
宅
介
護
支
援
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二

第
一
条

基
準
該
当
居
宅
介
護
支
援
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二

十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
基
準
該
当
居
宅
介
護
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
に
係
る
法
第

る
基
準
該
当
居
宅
介
護
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
に
係
る
法
第

四
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
居
宅
介
護
支

四
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
居
宅
介
護
支

援
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
い
う
。
以

援
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
事
業
に
係
る
法
第
八
十
一
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

下
同
じ
。
）
の
事
業
に
係
る
法
第
八
十
一
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
基
準
と
す
る
。

定
め
る
基
準
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号

二

法
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ

き
基
準

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

き
基
準

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
条
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限

場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
条
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限

る
。
）
、
第
十
三
条
第
一
項
第
七
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第

る
。
）
、
第
十
三
条
第
一
項
第
七
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第

十
四
号
、
第
十
六
号
、
第
十
八
号
の
二
、
第
十
八
号
の
三
及
び
第
二
十
六

十
四
号
、
第
十
六
号
、
第
十
八
号
の
二
及
び
第
二
十
六
号
（
第
三
十
条
に

号
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
九
条
の
二

お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
三
条
（
第
三
十
条
に
お
い

（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
一
条
の
二

て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
十
七
条
（
第
三
十
条
に
お
い

（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
三
条
（
第

て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
七
条
（
第
三
十

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
十
七
条
の
二
（
第

三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準
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三

（
略
）

三

（
略
）

四

法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ

四

法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
条
、
第
十
三
条
第
一
項
第
七
号
、

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
条
、
第
十
三
条
第
一
項
第
七
号
、

第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
、
第
十
八
号
の
二

第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
、
第
十
八
号
の
二

、
第
十
八
号
の
三
及
び
第
二
十
六
号
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
一
条
の

及
び
第
二
十
六
号
、
第
二
十
三
条
並
び
に
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
基

二
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
七
条
並
び
に
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ

準

る
基
準

五

（
略
）

五

（
略
）

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止

（
新
設
）

等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し

、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
提
供
す
る
に
当

（
新
設
）

た
っ
て
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
等
関
連
情

報
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に
行
う
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
の
開
始
に

２

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
の
開
始
に

際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
が
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基

際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
が
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基

本
方
針
及
び
利
用
者
の
希
望
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
利
用
者

本
方
針
及
び
利
用
者
の
希
望
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
利
用
者

は
複
数
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
紹
介
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が

は
複
数
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
紹
介
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
、
前
六
月
間
に
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
作

で
き
る
こ
と
等
に
つ
き
説
明
を
行
い
、
理
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
総
数
の
う
ち
に
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、

福
祉
用
具
貸
与
及
び
地
域
密
着
型
通
所
介
護
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
訪

問
介
護
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
位
置
付
け
ら
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
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画
の
数
が
占
め
る
割
合
、
前
六
月
間
に
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に

お
い
て
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
訪
問
介
護
等

ご
と
の
回
数
の
う
ち
に
同
一
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
も
の
が
占
め
る
割
合
等
に

つ
き
説
明
を
行
い
、
理
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
８

（
略
）

３
～
８

（
略
）

（
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

（
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
十
三
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
方
針
は
、
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基
本

第
十
三
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
方
針
は
、
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基
本

方
針
及
び
前
条
に
規
定
す
る
基
本
取
扱
方
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

方
針
及
び
前
条
に
規
定
す
る
基
本
取
扱
方
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

介
護
支
援
専
門
員
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
介
護
支
援
専
門
員
が

九

介
護
支
援
専
門
員
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
介
護
支
援
専
門
員
が

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
の
た
め
に
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
参
加

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
の
た
め
に
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
参
加

を
基
本
と
し
つ
つ
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
位
置
付
け
た
指
定
居

を
基
本
と
し
つ
つ
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
位
置
付
け
た
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
担
当
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う

宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
担
当
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う

。
）
を
招
集
し
て
行
う
会
議
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機

。
）
を
召
集
し
て
行
う
会
議
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
催
に
よ
り
、

器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と

利
用
者
の
状
況
等
に
関
す
る
情
報
を
担
当
者
と
共
有
す
る
と
と
も
に
、
当

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
（
以
下
こ
の

該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
、
専
門

号
に
お
い
て
「
利
用
者
等
」
と
い
う
。
）
が
参
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

的
な
見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者
（
末

、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
の
活
用
に
つ
い
て
当
該
利
用
者
等
の
同
意
を
得
な

期
の
悪
性
腫
瘍
の
患
者
に
限
る
。
）
の
心
身
の
状
況
等
に
よ
り
、
主
治
の

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
催
に
よ
り
、
利
用

医
師
又
は
歯
科
医
師
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
主
治
の
医
師
等
」
と
い

者
の
状
況
等
に
関
す
る
情
報
を
担
当
者
と
共
有
す
る
と
と
も
に
、
当
該
居

う
。
）
の
意
見
を
勘
案
し
て
必
要
と
認
め
る
場
合
そ
の
他
の
や
む
を
得
な

宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
、
専
門
的
な

い
理
由
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
意

見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者
（
末
期
の

見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

悪
性
腫
瘍
の
患
者
に
限
る
。
）
の
心
身
の
状
況
等
に
よ
り
、
主
治
の
医
師

又
は
歯
科
医
師
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
主
治
の
医
師
等
」
と
い
う
。

）
の
意
見
を
勘
案
し
て
必
要
と
認
め
る
場
合
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
意
見
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

十
～
十
八
の
二

（
略
）

十
～
十
八
の
二

（
略
）
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十
八
の
三

介
護
支
援
専
門
員
は
、
そ
の
勤
務
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

（
新
設
）

業
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
特
例
地
域
密
着
型
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
い
う
。
）
の

総
額
が
法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
区

分
支
給
限
度
基
準
額
に
占
め
る
割
合
及
び
訪
問
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
が
サ
ー
ビ
ス
費
の
総
額
に
占
め
る
割
合
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
市
町
村
か
ら
の
求
め
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

計
画
の
利
用
の
妥
当
性
を
検
討
し
、
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
訪
問
介

護
が
必
要
な
理
由
等
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

を
市
町
村
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
九
～
二
十
七

（
略
）

十
九
～
二
十
七

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
十
八
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ご

第
十
八
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ご

と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（

と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（

以
下
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の

以
下
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

七

（
略
）

六

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
適
切
な
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
を

（
新
設
）

確
保
す
る
観
点
か
ら
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
性
的
な
言
動
又
は
優
越
的

な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動
で
あ
っ
て
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超

え
た
も
の
に
よ
り
介
護
支
援
専
門
員
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止


